
3

　

　

　

犠

【チ

議

案

第

　

六

　

号

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
報
改
正
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
職
員
の
特
準
勤
務
手
当
に
観
す
る
集
､
例
の
一
ノ
軸
を
攻
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
､
地
方
自
治

法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
　
観
九
十
六
条
房
一
項
の
規
定
に
ょ
ゎ
､
本
議
会
の
議
決
を
求
め

る
｡

昭
和
五
十
五
年
三
月
十
一
日

三

　

朝

　

町

　

長

松

　

　

　

村

喬

　

　

　

餅

解
和
五
指
五
年
皐
月
廿
式
日
樽
嚢
可
決

三
朝
町
頭
会
頭
長
牧
田
嶺



t}

三
朝
町
条
例
第

b

　

　

　

_

号

成
員
の
特
殊
禦
房
手
当
に
細
す
る
条
例
の
1
部
を
改
正
す
る
宋
別

学
貝
の
頼
娩
財
務
手
当
に
蘭
す
る
条
例
(
昭
和
二
十
八
年
三
郷
町
′
宋
例
空
1
+
六
号
)
の
二
部
を
次
･
の

よ
う
に
改
正
す
る
.

弟
五
条
索
二
項
中
｢
八
百
円
｣
を
｢
千
円
｣
に
改
め
る
｡

霧
八
条
第
二
項
中
｢
首
五
十
円
｣
を
｢
二
首
円
｣
に
改
め
る
｡

-
碑
九
条
第
二
項
中
｢
八
百
円
｣
を
｢
千
円
｣
に
改
め
る
｡

第
十
三
条
第
1
顔
中
｢
並
び
竺
二
朝
高
原
公
園
の
管
理
貞
｣
を
削
り
､
同
条
警
二
項
霧
一
号
及
び
璽
1

適
中
｢
二
千
五
首
円
｣
を
｢
四
千
円
｣
に
改
め
'
同
条
同
項
第
三
号
を
削
る
｡

第
十
四
条
鋸
二
適
中
｢
八
首
円
｣
を
｢
千
円
｣
.
忙
改
め
る
.

＼

附

　

則

こ
の
条
例
は
､
昭
和
五
十
五
年
腐
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
.


